
平成˜Ÿ年Ÿ月�日 月曜日 第›š œ号官 報
〇
内
閣
府
告
示
第
八
百
二
十
一
号

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年
四
月
十
八
日

内
閣
府
告
示
第
四
百
三
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
地
域
再

生
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日内

閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

地
域
再
生
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
日

平
成
十
八

年
七
月
三
十
一
日

二

地
域
再
生
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

東
京
都
豊
島

区
三

地
域
再
生
計
画
の
名
称

文
化
芸
術
創
造
都
市
の
形

成
「
と
し
ま
ア
ー
ト
キ
ャ
ン
バ
ス
」
計
画

四

地
域
再
生
計
画
の
区
域
の
範
囲

東
京
都
豊
島
区
の

全
域
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。）

五

基
本
方
針
（
地
域
再
生
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
地
域
再
生
基
本
方
針
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
定
め

る
支
援
措
置
の
う
ち
、
地
域
再
生
計
画
の
目
標
を
達
成

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
基
本

方
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。）
補
助
対
象
財
産
の

転
用
手
続
の
一
元
化
・
迅
速
化
（
三
の
三
}
）、
地
域

再
生
に
資
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
活
動
支
援
（
三
の
四
}

イ
）、
文
化
芸
術
に
よ
る
創
造
の
ま
ち
支
援
事
業
の
活

用
（
三
の
四
}
ホ
）
及
び
日
本
政
策
投
資
銀
行
の
低
利

融
資
等
（
三
の
四
}
ト
）

〇
文
化
庁
告
示
第
九
号

著
作
権
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
第
一
条
の
二
第
四
号
及
び
第
五
号
の
著
作
権
に
関

す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
同
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

文
化
庁
長
官

河
合

隼
雄

一

名
称

平
成
十
八
年
度
図
書
館
等
職
員
著
作
権
実
務
講
習
会

二

目
的

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
に
掲
げ
る
図
書
館
そ
の
他
の

施
設
（
以
下
「
図
書
館
等
」
と
い
う
。）の
職
員
に
対
し
図
書
館
等
の
実
務
に
必
要
な
著
作
権
に
関
す
る
知
識
を
修
得

さ
せ
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
四
百
四
十
三
号

市
町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、津
久
井
郡
藤
野
町
を
廃
し
、

そ
の
区
域
を
相
模
原
市
に
編
入
す
る
旨
、
神
奈
川
県
知
事

か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
九
年
三
月
十
一
日
か
ら
そ
の
効

力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日総

務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

中
馬

弘
毅

〇
総
務
省
告
示
第
四
百
四
十
四
号

市
町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
相
楽
郡
木
津
町
、
同
郡
加

茂
町
及
び
同
郡
山
城
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
木

津
川
市
を
設
置
す
る
旨
、
京
都
府
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日
か
ら
そ
の
効

力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日総

務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

中
馬

弘
毅

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
七
十
号

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日
に
メ
キ
シ
コ
で
、
円
借
款
の

供
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
政
府
と

の
間
の
平
成
十
二
年
三
月
二
十
九
日
付
け
の
交
換
公
文
に

従
っ
て
メ
キ
シ
コ
公
共
事
業
銀
行
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
バ
ハ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
上
下
水
道
整
備
計
画

の
実
施
に
係
る
円
貨
に
よ
る
借
款
の
支
出
期
間
が
メ
キ
シ

コ
公
共
事
業
銀
行
と
国
際
協
力
銀
行
と
の
間
の
合
意
に
よ

り
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
七
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
旨
の

口
上
書
の
交
換
が
、
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
政
府
と
の
間
に
行

わ
れ
た
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
七
十
一
号

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日
に
北
京
で
、
円
借
款
の
供
与

に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の
間

の
平
成
十
年
十
二
月
二
十
五
日
付
け
の
交
換
公
文
に
従
っ

て
中
華
人
民
共
和
国
政
府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

陜
西
省
韓
城
第
二
火
力
発
電
所
建
設
事
業
計
画
（
Ó
）
の

実
施
に
係
る
円
貨
に
よ
る
借
款
の
支
出
期
間
が
中
華
人
民

共
和
国
財
政
部
と
国
際
協
力
銀
行
と
の
間
の
合
意
に
よ
り

平
成
二
十
一
年
六
月
十
四
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
旨
の
口
上

書
の
交
換
が
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ

た
。平

成
十
八
年
八
月
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
七
十
二
号

平
成
十
八
年
七
月
二
十
一
日
に
北
京
で
、
円
借
款
の
供

与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の

間
の
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
付
け
の
交
換
公
文
に
従
っ

て
中
華
人
民
共
和
国
政
府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

重
慶
モ
ノ
レ
ー
ル
建
設
事
業
計
画
の
実
施
に
係
る
円
貨
に

よ
る
借
款
の
支
出
期
間
が
中
華
人
民
共
和
国
財
政
部
と
国

際
協
力
銀
行
と
の
間
の
合
意
に
よ
り
平
成
十
九
年
一
月
二

十
四
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
旨
の
口
上
書
の
交
換
が
、
中
華

人
民
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
七
十
三
号

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日
に
北
京
で
、
円
借
款
の
供

与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の

間
の
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
付
け
の
交
換
公
文
に
従
っ

て
中
華
人
民
共
和
国
政
府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

環
境
モ
デ
ル
都
市
事
業
計
画
（
貴
陽
）（
Ó
）
の
実
施
に
係

る
円
貨
に
よ
る
借
款
の
支
出
期
間
が
中
華
人
民
共
和
国
財

政
部
と
国
際
協
力
銀
行
と
の
間
の
合
意
に
よ
り
平
成
二
十

一
年
一
月
二
十
七
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
旨
の
口
上
書
の
交

換
が
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日
に
北
京
で
、
円
借
款
の
供

与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の

間
の
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
付
け
の
交
換
公
文
に
従
っ

て
中
華
人
民
共
和
国
政
府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

環
境
モ
デ
ル
都
市
事
業
計
画
（
大
連
）（
Ó
）
及
び
天
津
市

汚
水
対
策
事
業
計
画
の
実
施
に
係
る
円
貨
に
よ
る
借
款
の

支
出
期
間
が
中
華
人
民
共
和
国
財
政
部
と
国
際
協
力
銀
行

と
の
間
の
合
意
に
よ
り
平
成
二
十
年
七
月
二
十
七
日
ま
で

延
長
さ
れ
る
旨
の
口
上
書
の
交
換
が
、
中
華
人
民
共
和
国

政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

平
成
十
八
年
八
月
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
日

平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

福

岡
県
及
び
福
岡
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

福
岡
ア
ジ
ア
ビ
ジ
ネ

ス
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

福
岡
市
の
全
域
並
び

に
春
日
市
及
び
大
野
城
市
の
区
域
の
一
部
（
九
州
大
学

筑
紫
地
区
）（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す

る
。）

五

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す

る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て

は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。）
外
国
人
研
究
者
受
入
れ
促
進
事
業

（
五
〇
一
、
五
〇
二
及
び
五
〇
三
）、
特
定
事
業
等
に

係
る
外
国
人
の
入
国
・
在
留
諸
申
請
優
先
処
理
事
業

（
五
〇
四
）、
外
国
人
情
報
処
理
技
術
者
受
入
れ
促
進

事
業
（
五
〇
七
）、
学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置

事
業
（
八
一
六
）、
校
地
・
校
舎
の
自
己
所
有
を
要
し

な
い
大
学
等
設
置
事
業
（
八
二
一
（
八
〇
一
e

一
））、

運
動
場
に
係
る
要
件
の
弾
力
化
に
よ
る
大
学
設
置
事
業

（
八
二
八
）、
空
地
に
係
る
要
件
の
弾
力
化
に
よ
る
大

学
設
置
事
業
（
八
二
九
）、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
み

を
用
い
て
授
業
を
行
う
大
学
に
お
け
る
校
舎
等
施
設
に

係
る
要
件
の
弾
力
化
に
よ
る
大
学
設
置
事
業
（
八
三

二
）、
修
了
者
に
対
す
る
初
級
シ
ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス

ト
レ
ー
タ
試
験
の
午
前
試
験
を
免
除
す
る
講
座
開
設
事

業
（
一
一
三
一
（
一
一
四
三
））、
修
了
者
に
対
す
る
基

本
情
報
技
術
者
試
験
の
午
前
試
験
を
免
除
す
る
講
座
開

設
事
業
（
一
一
三
二
（
一
一
四
四
））、
特
定
埠
頭
運
営

効
率
化
推
進
事
業
（
一
二
〇
三
）
及
び
特
定
埋
立
地
に

係
る
所
有
権
移
転
制
限
期
間
等
短
縮
事
業（
一
二
〇
八
）
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